
社会保障審議会 生活保護基準部会
最高裁判決への対応に関する専門委員会

【設置の趣旨】
平成25年生活扶助基準改定に関する令和７年６月27日最高裁判決を踏まえた今後の対応に関して、最高裁判決の趣旨及
び内容を踏まえた対応の在り方について、法律・経済・福祉の専門的知見に基づく検討を行うため、学識経験者による審議をいただく
専門の委員会を、社会保障審議会 生活保護基準部会の下に設置する。
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【これまでの開催実績】
○ 第１回専門委員会 8月13日（水）：判決の内容や平成25年改定の経緯に関する認識の共有
○ 第２回専門委員会 8月29日（金）：原告関係者からのヒアリング、判決の法的効果など
○ 第３回専門委員会 9月８日（月）：デフレ調整の計算方法等の確認、判決の法的効果（続き）など
○ 第４回専門委員会 ９月22日（月）：平成25年改定当時の経済指標の評価
○ 第５回専門委員会 10月２日（木）：平成25年改定当時の経済指標の評価、リーマンショックなどの特殊要因の補正

方法の検討、これまで議論された論点と今後の論点（案）
○ 第６回専門委員会 10月23日（木）：リーマンショックなどの特殊要因の補正方法の検討、判決の法的効果を踏まえた

対応の在り方
○ 第７回専門委員会 10月29日（水）：リーマンショックなどの特殊要因の補正方法の検討、判決の法的効果を踏まえた

対応の在り方、仮に平成25年生活扶助基準改定を再度実施する場合の各種論点
○ 第８回専門委員会 11月７日（金）：取りまとめに向けた方向性（案）
○ 第９回専門委員会 11月17日（月）：報告書（案）

⇒ 11月18日（火）：報告書公表


